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１．計画策定の推移 1 

平成 18 年（2006 年）５月に環境省および関係 15 府県等からなる中部近畿カワウ広域2 

協議会の設立、広域指針の策定に伴い、本県では、カワウ対策の総合的な実施に向けて関3 

係者との協議を行い、滋賀県カワウ総合対策計画を平成 19 年（2007 年）に策定した。 4 

その後、カワウ総合対策計画を発展させ、鳥獣保護管理法に基づく特定鳥獣保護管理計5 

画（現在は第二種特定鳥獣管理計画）を策定し、関係行政機関、部局および幅広い関係者6 

の連携を強化しつつ科学的な対策を一層推進することとした。 7 

 8 

計画の名称 計画の期間 

滋賀県カワウ総合対策計画 
平成 19 年（2007 年）４月１日 

 ～ 平成 22 年（2010 年）３月２日 

特定鳥獣保護管理計画（カワウ） 
平成 22 年（2010 年）３月３日 

 ～ 平成 25 年（2013 年）３月 31 日 

滋賀県カワウ特定鳥獣保護管理計画（第２次） 

→滋賀県カワウ第二種特定鳥獣管理計画 

 （法改正に伴い、名称を変更） 

平成 25 年（2013 年）４月１日 

 ～ 平成 30 年（2018 年）３月 31 日 

滋賀県カワウ第二種特定鳥獣管理計画（第 3 次） 
平成 30 年（2018 年）４月１日 

 ～ 令和５年（2023 年）３月 31 日 

 9 

 10 

２．生息動向の推移 11 

（１）生息数 12 

①平成 17年以前の動向 13 

本県の生息数については、平成４年（1992 年）から平成 17 年（2005 年）には、琵琶14 

湖周辺の湖岸からと琵琶湖を船で１周回って数えたカウント数（竹生島および伊崎半島で15 

の船上からのコロニー滞在数を含む）によって評価されてきた（図１）。 16 

しかし、本県への飛来数が激増するのに伴い、営巣場所が森林奥にまで広がったことな17 

どにより、コロニーでは船などからの目視調査ではカウントされないカワウの数が増え、18 

この調査のみでは、県全体の生息数を過小評価している可能性が指摘された。 19 

 20 
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 1 

図１ 湖岸および船を使った湖面調査によるカワウ生息数推移 2 

（平成 4 年（1992 年）～平成 17 年（2005 年）） 3 

 4 

②平成 16年～平成 24年の動向 5 

平成 16 年（2004 年）からは、竹生島と伊崎半島では、他のねぐら・コロニーの生息数6 

と比べて圧倒的に多く、林内にいるカワウが目視できず、また何百羽ものカワウが激しく7 

出入りしていたことから、早朝にねぐらから飛び立つ生息数をカウントする「ねぐら立ち8 

調査」によってカウントしていた。平成 16 年（2004 年）から平成 24 年（2012 年）まで9 

の生息数の推移について、図２に示す。 10 

 11 
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 1 

図２ 竹生島エリアおよび伊崎半島の「ねぐら立ち調査」結果 2 

（平成 16 年（2004 年）～平成 24 年（2012 年）） 3 

 4 

 5 

図３ 竹生島エリア（竹生島、葛籠尾崎、奥の洲）の位置関係 6 
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③平成 25年～平成 29年の動向 1 

平成 25 年（2013 年）以降、これまで県内でのカワウ生息数のほとんどを占めていた竹2 

生島エリアおよび伊崎半島の生息数は大幅に減少し、県内のカワウ生息数も減少した。一3 

方で、これに伴い新たなコロニーの形成や急激に生息数が増加するコロニーが見られるよ4 

うになった。 5 

なお、竹生島および伊崎半島の生息数については「ねぐら立ち調査」によりカウントし6 

ているが、その他のコロニーについては「ねぐら入り調査」によりカウントしている。平7 

成 29 年（2017 年）までの生息数の推移について、図４に示す。 8 

 9 

 10 

図４ 春期（５月）におけるコロニー・ねぐら別生息数の推移 11 

 12 

（２）営巣数 13 

①竹生島エリア 14 

竹生島エリアにおける営巣数と個体数の推移（昭和 57 年（1982 年）～平成 29 年15 

（2017 年））を図５に、また竹生島における平成２年（1990 年）から平成 24 年（201216 

年）までのカワウ営巣範囲の推移を図６に示す。 17 

平成２年（1990 年）には、島北西部の斜面で営巣が確認され、平成４年（1992 年）に18 

は営巣範囲が拡大していることが確認されている。平成８年（1996 年）には、営巣数が３19 

倍に増加したことに伴い、営巣範囲も島東部の斜面に拡大している。 20 

平成 16 年（2004 年）は、平成８年（1996 年）と比べ、更に拡大し、港周辺を除きほ21 

ぼ全島に広がっている。平成 18 年（2006 年）から平成 21 年（2009 年）は、9,000 巣か22 

ら 10,000 巣前後で推移し、島東南部や島北部の斜面での営巣密度が高くなっている。 23 

平成 22 年（2010 年）は竹生島ではなく葛籠尾崎で、平成 23 年（2011 年）は奥の洲で24 

多くの営巣が確認された。 25 
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平成 20 年（2008 年）以降、竹生島エリアでの営巣数は減少しており、平成 29 年1 

（2017 年）は竹生島で 730 巣、奥の洲で 115 巣、葛籠尾崎で営巣は確認されていない。 2 

 3 

 4 

 5 

図５ 竹生島エリアにおける営巣数と個体数の推移（５月）6 
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図６  竹生島における営巣範囲と営巣密度の推移 最新年度を追加予定 
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②伊崎半島 1 

伊崎半島における営巣数と個体数の推移（昭和 63 年（1988 年）～平成 29 年（20172 

年））を表４および図７に、平成４年（1992 年）から平成 29 年（2017 年）までのカワウ3 

営巣範囲の推移を図８に示す。 4 

営巣数については、平成 17 年（2005 年）に約 5,500 巣と過去最大となり、以降は平成5 

22 年（2010 年）までは、4,000 巣程度で推移しているが、生息数の減少に伴い平成 23 年6 

（2011 年）からは減少した。近年の営巣数は低位で推移しており、平成 29 年は 218 巣で7 

ある。 8 

営巣範囲については、平成４年（1992 年）には半島西部の北側尾根部に営巣区域が形成9 

されていたが、平成８年（1996 年）には半島西部の南側尾根に南下し、面積も拡大した。10 

その後、平成 12 年（2000 年）には更に営巣範囲が広がり、半島西部および南西部の一体11 

にまで広がったことから、半島北西斜面の樹木枯死が進み、営巣に適さなくなり、営巣範12 

囲はさらに南下した。 13 

しかし、平成 16 年（2004 年）以降は、半島西部の尾根付近では営巣は見られなくな14 

り、半島南西部の湾岸部を中心とした区域に移動した。また、平成 18 年（2006 年）に、15 

半島南東部の営巣箇所のヒノキ林を伐採した影響もあり、南への広がりは抑えられ湾岸付16 

近に営巣範囲を押し込めている。平成 20 年（2008 年）には伊崎山山頂部付近で高密度の17 

営巣が確認され、半島内部へのさらなる拡大が危惧されたので、追い払いなどの対策を実18 

施した。それ以降、営巣数も平成 23 年（2011 年）度から急激に減少したことから、現在19 

は伊崎山山頂にはカワウの営巣はなく、営巣範囲は限定的となっている。 20 

 21 

 22 

図７  伊崎半島における営巣数と個体数の推移 23 
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図８  伊崎半島における営巣範囲と営巣密度の推移

最新年度を追加予定 
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３．植生被害の推移 1 

（１）竹生島 2 

竹生島は、本来は豊かな緑に包まれており、島全体が国指定史跡・名勝となっている。中3 

でもタブノキは、竹生島において最も優先度が高く、タブノキ群落が島の大部分を覆ってい4 

る。竹生島のタブノキ林は琵琶湖の照葉樹林として環境省の特定植物群落にも指定されて5 

おり、地域固有性の高い照葉樹林として位置づけられている。また、琵琶湖が存在すること6 

による海洋性気候によって、沿岸性樹木であるがタブノキが内陸部で群落を形成している7 

点で貴重であり、平成 27 年（2015 年）12 月 18 日に県指定天然記念物に指定されている。 8 

カワウの営巣が確認される以前の昭和 53年（1978年）と平成 16年（2004年）からカワ9 

ウの生息数が急激に増加して３か年経過した平成 19年（2007年）の植生図の比較を図９に10 

示す。昭和 53年（1978年）は、島の大部分が良好なタブノキとスギ・ヒノキ林に覆われて11 

いたが、平成 19年（2007年）には、西斜面から北東斜面にかけて樹木枯死後の草地となり、12 

良好なタブノキ林が現存するのは尾根部および南部のみとなった。 13 

竹生島には、傾斜が 45 度を超える急傾斜の箇所が広がっており、平成 20 年（2008 年）14 

には、複数個所で土砂流出が見られた（図 10）。 15 

 16 
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図９  竹生島の植生図 

昭和 53 年（1978 年）9 月撮影 

竹生島植生図（昭和 53 年（1978年）） 竹生島植生図（平成 19 年（2007年）） 

平成 20 年（2008 年）6 月撮影 
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図 10 竹生島の傾斜度および土砂流出場所（平成 20年（2008年）） 31 
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滋賀県等では、カワウ対策の効果検証およびカワウ被害の樹林への被害進行度合いと回1 

復状況を把握する事を目的として、平成 19年（2007年）から継続して竹生島の植生被害モ2 

ニタリング調査を実施している。調査は主に方形区調査（重点地域毎木調査）、指標木調査、3 

湖上からの観察調査を実施している。方形区調査ではカワウによる森林への影響を継続的4 

に把握するため、島内に８箇所の方形区を設定し調査を実施している。方形区の位置とその5 

調査結果を図 11、図 12、表１に示す。 6 

 7 

 

図 11 方形区の位置（竹生島） 

 

・数字は、調査地 Noを示す 

・調査地 No.1および 3は、平成 20年（2008年）度以降調査対象外となっている 

・調査地 No.2～7は、平成 19年（2007年）度に設置 

・調査費 No.8～10は、平成 26年（2014年）度に設置 
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表１ 各調査地およびその周辺の指標木の枯損度平均 

 

 

 

図 12 枯損度平均の変化（平成 19（2007年）～平成 28年度（2016年）） 

※方形区 2は積雪による倒木個体を除いた枯損度平均 

※方形区 4,5,8は人為的に伐採された個体を除いた枯損度平均 

※全方形区の平均（図中の数字）は、積雪や人為的伐採による倒木個体および方形区 8～10を含めない 

 1 

平成 23年（2011年）以降カワウの生息数が減少したことにより、下層植生の変化が顕著2 

にみられている。これまで裸地化していた多くの箇所では、ヨウシュヤマゴボウやイタドリ3 

などの草本類、アカメガシワやタラノキなどの木本類が下層に繁茂している様子が島全体4 

を通して観察されており、現在ではこれらの樹種が下層から亜高木層に至るまで成長して5 

いる。特に、島の北部等では、アカメガシワが３～７m程度の亜高木層にまで成長している6 

地域がみられる。また、北東部では、一度枯損が重度に進行した樹木でも、根元付近から発7 

生した萌芽が年々成長していることが確認されている。このように、カワウの生息数の減少8 

に伴い、亜高木層や下層には植生回復の傾向が現れている（図 13）。 9 

年度 調査地No.6 調査地No.7 調査地No.9 調査地No.10

H19 1.20 1.79 2.87 2.78 3.64

H20 1.71 2.29 ( 2.13 ) 2.20 ( 1.71 ) 2.95 3.00

H21 1.64 1.65 ( 1.44 ) 2.05 ( 1.53 ) 2.40 3.58

H22 2.08 【 1.83 】 2.06 ( 1.88 ) 2.65 ( 2.06 ) 2.56 3.33

H23 1.80 【 1.57 】 2.12 ( 1.94 ) 2.55 ( 1.50 ) 2.46 2.33

H24 2.33 【 2.14 】 2.12 ( 1.94 ) 2.90 ( 1.86 ) 2.31 3.25

H25 1.87 【 1.64 】 1.72 ( 1.53 ) 2.67 ( 1.50 ) 2.27 2.92

H26 1.53 【 1.29 】 1.57 ( 1.44 ) 2.27 ( 1.00 ) 2.15 2.92 1.00 1.00 1.31

H27 1.53 【 1.29 】 1.66 ( 1.54 ) 2.25 ( 1.12 ) 2.00 2.50 1.60 （ 1.25 ） 1.00 1.25

H28 1.50 【 1.27 】 1.72 ( 1.61 ) 2.33 ( 1.24 ) 1.89 2.28 2.00 （ 1.25 ） 1.00 1.47

※【   】内は、積雪による倒木個体を除いた枯損度平均

※(   )内は、人為的な伐採による個体を除いた枯損度平均

調査地No.5調査地No.2 調査地No.8調査地No.4

2.87 
2.29 2.06 2.33 2.01 2.27 1.98 1.75 1.71 1.69 
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平成 21年（2009年）7月 平成 28年（2016年）9月 

図 13  下層植生の回復の様子 1 

 2 

土砂流出が見られた箇所についても、下層植生が繁茂し、土砂流出が抑制されている。土3 

砂流出が見られた箇所のうち代表的な３か所（図 14）の状況変化をみると（図 15）、裸地4 

化した箇所に下層植生が広がっているのが確認された。 5 

 6 

 7 

8 
図 14   写真撮影位置図 
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 図 15   土砂流出箇所の写真 

最新年度に更新予定 
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高木層については、平成 24年（2012年）以降は樹木の枯損の進行が緩やかになり、徐々1 

に回復傾向に転じてきている。カワウの影響により枯損が重度に進行した樹木（北東部等）2 

でも、少しずつではあるが枝葉の回復がみられる個体も観察されている（図 16）。タブノキ3 

など竹生島本来の高木層構成樹種の実生は、高木層樹木が残存している地域ではこれまで4 

観察されていたが、カワウによる影響を長期間受けている北部の地域においても、タブノキ5 

の実生が確認されている。また、カワウの影響が少ない地域では、タブノキの実生の生存を6 

確認することができた。 7 

 8 

 
 

平成 26年（2014年）8月 平成 28年（2016年）9月 

図 16  枯損木の回復の様子 9 

 10 

また、平成 27 年（2015 年）に調査を実施した竹生島の植生類型図を図 17 に示す。西斜11 

面から北東斜面にかけての樹木が枯死したが、その後、アカメガシワやイタドリなどに覆わ12 

れる草地となっている。 13 

高木層の枯損状況の回復をさらに促すためには、今後も継続してカワウの生息密度を低14 

い状態に管理し、その状態を長期間維持することが必要であることが分かった。 15 

 16 

最新年度に更新予定 
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 1 

図17 竹生島タブノキ林再生事業調査結果（平成27年（2015年）） 2 

 3 

（２）伊崎半島 4 

伊崎国有林における樹木枯死面積は、昭和 63年（1988年）以降急速に拡大し、平成８年5 

（1996 年）には、半島北西斜面を中心にカワウ営巣による樹木枯死が起こっていたが、そ6 

の後のカワウの生息地が変わったことで、西岸部では植生が回復している。 7 

伊崎国有林の森林について、樹種別にカワウの影響を評価するために、主要な樹種別に枯8 

死状況を「林分枯損度」として調査している（図 18－１～４）。「林分枯損度」とは、調査コ9 

ース上の区画ごとの樹木の枯死状況をＡ～Ｅの５段階で評価し、「林分枯損度Ａ」は枯れが10 

ほぼなく健全な状態、「枯損度Ｅ」は枯れが進み完全に枯れている状態であり、枯損度Ｂ、11 

Ｃ、Ｄとなるに従い枯死が進行した状態となる。 12 

平成 17年（2005年）と平成 20年（2008年）の主要樹種の林分枯損度については、常緑13 

広葉樹は大きな変化はないものの、半島の西部などの一部区域で進行していた。しかし、こ14 

れはカワウの営巣による影響よりも、ナラ枯れによる影響が大きいと考えられた。落葉広葉15 

樹は、伊崎山山頂付近等でカワウの営巣による影響を受け、枯損度が進行していると思われ16 

る区域もあるものの、多くの区域は常緑広葉樹と同じくナラ枯れの影響もしくは両方の影17 

響の結果と考えられた。ヒノキは湾の周辺および山頂付近の枯損の進行が激しく、カワウの18 

営巣による影響を受けていると推測される。林分全体では、カワウの営巣が見られる湾付近19 

の枯損度合いが高くなっており、これは、カワウの営巣による影響を受けているものと考え20 
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られた。 1 

さらに、平成 23年（2011年）の結果と平成 20年（2008年）の結果を比較すると、平成 2 

23年（2011年）では国有林北側においてカワウの被害は見られず全体的に回復傾向にあ3 

る。平成 29年（2017年）の結果についても同様の傾向が見られる。 4 

この調査により、伊崎国有林の森林の中で、カワウの影響を最も大きく受けやすい樹種は5 

ヒノキであり、ヒノキは樹木が衰弱し始めると枯死に至る場合が多く、カワウの影響がなく6 

なっても樹木は健全な状態に回復せず、数年を経て枯死木が林立する状態となる可能性が7 

高いことが明らかとなった。また、常緑広葉樹、落葉広葉樹は、過去に樹木が衰弱したとし8 

ても、カワウの影響がなくなれば、枯死木を除き、ある程度、樹木は回復することが分かっ9 

てきた。 10 

また、森林生態系の維持・保全を図るための基礎データとして、植生の遷移を調査してい11 

る。これによると、枯損度Ｅの箇所であっても、カワウがいなくなると、実生、萌芽、植栽12 

により植生が回復し、アカメガシワが高木層まで生育している状況が見られる調査プロッ13 

トがある。 14 

 15 
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平成 17年度 

林分枯損度（林分全体） 

平成 20年度 

林分枯損度（林分全体） 

平成 23年度 

林分枯損度（林分全体） 

平成 29年度 

林分枯損度（林分全体） 

図 18-１ 林分枯損度（林分全体）調査結果（滋賀森林管理署） 

平成 17年度 

林分枯損度（ヒノキ） 

平成 20年度 

林分枯損度（ヒノキ） 

平成 23年度 

林分枯損度（ヒノキ） 

平成 29年度 

林分枯損度（ヒノキ） 

図 18-２ 林分枯損度（ヒノキ）調査結果（滋賀森林管理署） 

最新年度を追加予定 
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平成 20年度 

林分枯損度（常緑広葉樹） 

平成 23年度 

林分枯損度（常緑広葉樹） 

平成 17年度 

林分枯損度（常緑広葉樹） 

平成 29年度 

林分枯損度（常緑広葉樹） 

図 18-３ 林分枯損度（常緑広葉樹）調査結果（滋賀森林管理署） 

平成 17年度 

林分枯損度（落葉広葉樹） 

平成 20年度 

林分枯損度（落葉広葉樹） 

平成 23年度 

林分枯損度（落葉広葉樹） 

平成 29年度 

林分枯損度（落葉広葉樹） 

図 18-４ 林分枯損度（落葉広葉樹）調査結果（滋賀森林管理署） 

最新年度を追加予定 
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４．対策の推移 1 

（１）個体数調整 2 

①第１次特定計画以前の捕獲状況 3 

飛来地対策等としての捕獲数は、平成８年（1996 年）以降約 4,000 羽程度で推移してい4 

た。また、平成 16年（2004年）以降実施されている営巣地対策では、13,000羽から 18,0005 

羽の捕獲が実施されており、これは春期生息数の約４割から５割のカワウが捕獲されてい6 

たことになる。 7 

県内生息数については、平成 17年（2005年）から平成 19年（2007年）までほぼ 34,0008 

羽程度で推移しており、春期から秋期への生息数の変化は、春期比 100%から 120％程度で推9 

移していた。しかし、銃器による捕獲が中断された平成 20年（2008年）には、春期の生息10 

数が前年度に比べ増加し、秋期の生息数は春期から倍増の約 75,000羽となり、過去最高と11 

なった。このことにより、営巣地対策による春期生息数の５割程度の個体の捕獲は、県内生12 

息数の減少をもたらすにはいたらなかったものの、個体数の増加を抑制する効果はあった13 

と考えられた。 14 

 15 

②第１次特定計画に基づく個体数調整 16 

本県では、被害防除を実施すべき場所が琵琶湖および河川と広大であるため、防除対策の17 

みで被害を十分に抑制することは難しいが、一方で、ほとんどの個体が竹生島と伊崎半島に18 

集中していたため、個体数調整としての捕獲を効率よく実施できる状況にあった。このこと19 

から、第１次特定計画では、防除対策を実効あるものとするために、適切な個体数調整の実20 

施が必要であるとして、竹生島および伊崎半島において、慎重な対応が必要とされていた個21 

体数調整を実施することとした。 22 

平成 16年（2004年）～平成 19年（2007年）に行った営巣対策では、生息数の低減まで23 

は至らなかったという結果を踏まえ、２年間の実証研究を実施したうえで、平成 21年（200924 

年）から、個体数調整の一環としてカワウの生態に精通したプロフェッショナルによる捕獲25 

体制（シャープシューティング）を取り入れた。 26 

カワウにおけるシャープシューティング捕獲では効果的に個体数を低減するための戦略27 

として、選択的かつ効率的に成鳥を捕獲することとし、そのために必要な捕獲方法、適切な28 

タイミング等を考慮して実施するとともに、正確な捕獲数や捕獲個体のモニタリング等、科29 

学的データの確保に努めた。 30 

なお、銃器捕獲した個体は可能な限り回収し、焼却など適正に処理を行うとともに、サン31 

プリング的に捕獲個体の肉眼で解剖を行い、外部計測、齢判定、性判別、胃内容物調査等を32 

実施した。なお、銃器捕獲に使用する弾については、環境への影響に配慮し、可能な限り非33 

鉛弾を使用するよう努めた。 34 

 35 
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表１  竹生島エリアおよび伊崎半島における春期生息数と捕獲数の推移（単位：羽） 1 

 2 

 3 

平成 22年（2010年）以降の急激な減少は、第１次特定計画に基づいて個体数調整を行っ4 

た結果として評価されている。平成 22年（2010年）以降竹生島周辺で葛籠尾崎および奥の5 

洲で新たなコロニーが形成された。この２つのコロニーについては、迅速に対策を実施した6 

結果、平成 24年（2012年）秋期には生息数は０となった。このことから、新規に形成され7 

たコロニーについては、迅速な対応は効果的であることが確認された。 8 

また、毎年の捕獲目標について、第１次特定計画では、生息数の低減を図るため、春期生9 

息数の７割程度に設定した。平成 22年（2010年）以降は、この捕獲目標である春期飛来数10 

のほぼ７割を捕獲していることに加え、選択的に成鳥を捕獲したことが、平成 21年（200911 

年）から平成 24年（2012年）にかけての春期生息数の急激な減少の要因の１つと考えられ12 

ている。 13 

 14 

③第２次特定計画に基づく個体数調整 15 

本県では第１次特定計画期間における個体数調整により平成 22年（2010年）以降カワウ16 

の生息数は急激に減少したことから、その手法は有効であると考え、営巣初期から中期のシ17 

ャープシューティング捕獲と営巣終期の散弾銃による捕獲という繁殖状況に応じたエアラ18 

イフルと散弾銃の併用を引き続き行い個体数調整を実施した。 19 

県内のカワウ捕獲数の推移を図 19に示す。その他には竹生島エリアおよび伊崎半島以外20 

の場所での個体数調整による捕獲だけでなく、土地管理者や漁協等による有害捕獲や狩猟21 

による捕獲も含まれる。第１次特定計画期間まではおおよそカワウの生息数は竹生島エリ22 

アと伊崎半島に集中していたことから、２地域で主に個体数調整を実施してきたが、安曇川23 

（高島市）や大正池（日野町）等でも大きなコロニーが形成されるようになった事から、県24 

や市町による捕獲が実施されている。 25 

伊崎半島では、平成 28年（2016年）は春期の生息数が 133羽であったことから、県によ26 

る捕獲は実施しなかった。一方、安曇川では平成 28年（2016年）春期の生息数が 1,108羽27 

と急増したことから、以降継続して捕獲を実施している。 28 

第２次特定計画期間においては、滋賀県カワウ総合対策協議会で協議をし、平成 26 年29 

（2014年）は春期生息数の 75%を、平成 27年（2015年）以降は春期生息数の 90%を捕獲目30 

標に対策を実施した。各年度において９割以上の捕獲を実施できており、カワウの生息数は31 



23 

 

減少および低位な状態で推移しており、評価できると考えられる。 1 

 2 

 3 

図 19  春期生息数と捕獲数の推移 4 

 5 

（２）被害防除 6 

①竹生島 7 

竹生島では、カワウによる影響が顕著になり始めた平成の初期より、様々な対策が実施さ8 

れてきた。しかし、竹生島におけるカワウの生息数は平成 21年頃まで増加傾向を続け、植9 

生被害は深刻化していた。平成 22年（2010年）以降、カワウの生息数の減少により、植生10 

回復の兆しが見えてきた。第 1次特定計画以前に実施していた対策とその効果について、表11 

３に示す。 12 

竹生島では、各種対策を効率的に実施するために、また島内を継続的に巡回しやすくする13 

ためにも管理歩道の整備を実施している。 14 

かつてはカワウが樹木に近づくことを物理的に妨害する目的でロープ張りおよびネット15 

掛けを実施してきたが、持続的な効果は認められなかった。またカワウは、抱卵中に卵の数16 

が減ると産み足す習性があるため、繁殖を抑制するためには「卵をとる」のではなく、「孵17 

化しない卵」を抱卵させ続けることが有効であることから、人力および無人ヘリを用いた卵18 

への石けん液散布による繁殖抑制を行った。しかし、急峻な地形であるため人では巣に近づ19 

いての処理が難しいことや、無人ヘリでは必要量を散布することが難しいことなどの理由20 

により、効果的な繁殖抑制には至らなかった。 21 

竹生島では、森林被害の状況を解決し、土壌の保持など本来あるべき森林機能を回復する22 

ことを目的として、治山事業が実施されてきた。平成 11年（1999年）から平成 14年（200223 

年）に植栽等の保安林改良事業が行われ、平成 19 年（2007 年）まで保育事業が行われた。24 

平成 19 年（2007 年）から平成 22 年（2010 年）に復旧治山事業（第１期）が、平成 23 年25 

（2011年）から平成 27年（2015年）に復旧治山事業（第２期）が行われ、落石および崩壊26 
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防止を目的に落石防護網や頭部連結補強土工などの山腹工や枯死木の伐倒、竹林整備等が1 

実施された。 2 

 3 

表３ 竹生島での対策一覧（平成４年（1992年）～平成 20年（2008年）） 4 

 5 

 6 

また平成 22年（2010年）には、竹生島カワウ対策事業推進協議会（現、竹生島タブノキ7 

林保全・再生事業推進協議会）が設立され、竹生島におけるタブノキ林をはじめとした生物8 

多様性保全のための事業が実施されている。当該協議会では、植生モニタリング調査結果等9 

以前 目玉風船、風車、金銀赤テープ 一時的に移動、産卵抑制に効果なし

Ｈ４
（1992年）

空巣落とし
抱卵されている巣を対象外としたた
めか効果小

Ｈ５
（1993年）

効果は一時的、抱卵個体には効果小

Ｈ６
（1994年）

６カ月程度で慣れ

Ｈ７
（1995年） 捕獲

Ｈ８
（1996年）

捕獲、磁石付き鳥類嫌悪器設置
音声銃声爆音機設置

Ｈ９
（1997年）

捕獲、音声銃声爆音機設置

Ｈ１０
（1998年） 捕獲、音声銃声爆音機修繕保守

Ｈ１１
（1999年）

捕獲、音声銃声爆音機修繕保守
植林後のｼｭﾛ縄張り、作業道敷設
植栽、伐倒

Ｈ１２
（2000年）

ﾛｰﾌﾟ張り、爆音機保守管理
植栽、下草刈り、伐倒、木柵工

Ｈ１３
（2001年）

ﾛｰﾌﾟ張り、巡回用歩道新設
営巣防止のための巡回・追い払い
植栽、下草刈り、伐倒、木柵工

Ｈ１４
（2002年）

ﾛｰﾌﾟ張り、巡回用歩道新設
営巣防止のための巡回・追い払い
植栽、下草刈り、伐倒、木柵工

Ｈ１５
（2003年）

ﾛｰﾌﾟ張り、営巣防止のための巡回・追い払い等
ｵｲﾘﾝｸﾞ実験

音を出すことにより効果がありそう

Ｈ１６
（2004年）

捕獲、ﾛｰﾌﾟ張り、営巣防止のための巡回・追い
払い
繁殖率・ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査・ｵｲﾘﾝｸﾞ実験

卵に石けん液を散布することにより
孵化が抑制できることが判明

Ｈ１７
（2005年）

ﾛｰﾌﾟ張り、石けん液散布による繁殖抑制
繁殖率・ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査

人力による散布を行うが、崖地等人
が寄り付けない箇所への散布は不可
能

Ｈ１８
（2006年）

樹上へのネット掛け
石けん液散布による繁殖抑制
繁殖率・ﾊﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査

無人ヘリによる石けん液散布は、カ
ワウの成鳥が巣から離れなかったこ
と等により、卵に効果的に散布でき
なかった

Ｈ１９
（2007年）

管理用歩道設置、管理ルート整備
巣落とし・追い払い

Ｈ２０
（2008年）

管理用歩道設置、管理歩道整備
追い払い

ロープを張った部分のカワウの生息
数が減少し、一時的に効果有り

ただし、次第に馴化が見られるた
め、ロープのみによる忌避効果は
徐々に減少

植栽については、生存率が33%～61%
程度であり、植栽木の定着は難しい

ネット掛けについて、忌避効果は低
く、効果なし

巣落とし追い払いを重点に実施

爆音機設置

被害対策 効果

捕獲について、H７からH１１まで春
期生息数は増加傾向であり、個体数
減に効果なし

鳥類嫌悪器について、真上で営巣、
効果なし

音声銃声爆音機について、一時的な
効果、維持管理が難しい
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を踏まえ、今後の維持管理の考え方を整理している（図 20）。 1 

原則として手を加えず保全すべきとした地域については、人為的介入を最低限に留める2 

ところであるが、ササ等の稈密度があがりタブノキの更新や成長が阻害される場合やマダ3 

ケ林の拡大等が深刻となった場合などは、一定の保全事業を実施することとしている。  4 

高密度でカワウが生息し、ヨウシュヤマゴボウなど成長の速い草本が植栽木を覆ってし5 

まう状況で植栽を行っても、植栽木が定着することは難しく、むしろ営巣材料を提供してい6 

ることになりかねない。今後も継続してカワウの生息密度を低い状態で長期間維持し、自然7 

の植生遷移が進む環境を作ることとした。 8 

 9 

 10 

             図 20  竹生島植生保全区分図 11 

 12 

②伊崎半島 13 

伊崎国有林においては、森林被害対策に取り組むため、平成 16 年（2004 年）から学識経14 

験者、関係行政機関および近畿中国森林管理局等によるワーキンググループを立ち上げ検15 

討を行い、平成 19 年（2007 年）４月には、「伊崎国有林の森林管理におけるカワウ対策方16 

針（以下「対策方針」という。）」が策定された。平成 20 年（2008 年）からは、滋賀森林管17 

理署が中心となり、ワーキンググループの運営や森林への影響の実態調査が進められてき18 
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た。  1 

また、平成 30 年（2018 年）３月には、当時の中期目標および最終目標が取りまとめられ2 

た（表 11）。伊崎国有林では、カワウの完全な追い払いが地形や樹高などの面から困難なこ3 

とと、他地域へのカワウ分散による影響への考慮から、ある程度の生息を前提とすることと4 

し、「カワウに強い森づくり」を進める森林管理を行っている。伊崎国有林を区分し（図 21）、5 

区域ごとに目標を設定し、それに応じた森林管理・植生回復対策およびカワウ抑制対策が実6 

施されている。 7 

 8 
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 区域  
中期目標（2022 年度(令和 4 年度)） 最終目標 

森林管理・植生回復対策 カワウ抑制対策 森林管理対策 カワウ抑制対策 

生
息
防
止
区
域 

現存する森林植生の 

維持保全  
営巣のない状態  

現存森林植生

の維持保全  
営巣のない状態  

現存する森林植生の維持保全 

現状（営巣による森林被害

を受けない状態）を維持 

［制御方法］ 

・定期的な見回りの実施  

現存する森林

植生の維持保全 

現状（営巣による森林

被害を受けない状態）を

維持 

準
生
息
防
止
区
域 

Ⅰ
 

・  
Ⅳ

 

広葉樹の積極導入  

森林植生の維持保全  
営巣のない状態  

広葉樹天然林  

主体の森林  
営巣のない状態  

○新たな森林被害発生時の植生回復 

［植生回復方法］ 

伐採：枯死木の伐採 

更新：郷土樹種の植栽 

天然更新樹種の育成 

管理：稚樹の保全（苗木保護ネット） 

植樹試験 

歩道の維持 

土壌の安定化（柵工） 

○森林残存箇所 

現存する森林植生の維持保全 

植生回復後、森林被害を受

けない状態を目指す 

［制御方法］ 

・伐採 

・定期的な見回りの実施 

・銃器捕獲（滋賀県）等 

広葉樹の積極

導入 

 

回復した森林

植生の維持保全 

営巣による森林被害を

受けない状態を維持 

［生息防止区域］へ

移行 

生
息
抑
制
区
域 

Ⅱ
 

広葉樹の積極導入  現営巣数の減少  
広葉樹天然林  

主体の森林  
営巣のない状態  

○植生回復対策後の稚樹の保育 

○新たな森林被害発生時の植生回復 

［植生回復方法］ 

伐採：間伐、枯死木の伐採 

植栽：郷土樹種の植栽 

天然更新樹種の育成 

管理：歩道の維持 

土壌の安定化（柵工） 

○森林植生の状態（カワウ営巣によ

る植生への影響）を経過観察 

銃器捕獲等によりカワウの

生息を抑制し、区域Ⅲへの営

巣の限定化を図る 

［制御方法］ 

・間伐 

・定期的な見回りの実施 

・銃器捕獲（滋賀県）等 

広葉樹の積極

導入 

 

回復した森林

植生の維持保全 

区域Ⅲへの営巣の限定

状態を維持 

Ⅲ
 

現存森林植生の維持  

（経過観察） 

現存森林植生が 

維持できる営巣数の 

順応的管理  

植生の維持回  

復（経過観察） 

区域Ⅲの範囲内で 

森林植生が維持できる 

営巣数  

○植生回復対策後の稚樹の保育 

○森林植生の状態（カワウ営巣によ

る植生への影響）を経過観察 

営巣のこの区域への限定化

を図るとともに、営巣状況の

推移を見る。なお、営巣密度

が高くなりすぎないように配

慮する 

［制御方法］ 

・見回りの実施 

・銃器捕獲（滋賀県）等 

カワウの植生

への影響を観察

し、必要に応じ

植生を維持回復 

営巣の限定状態を維持 

 

 

表 11  平成 30年の対策目標（森林管理・植生回復対策、カワウ抑制対策）（滋賀森林管理署） 
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 1 

図 21 伊崎半島における対策目標区域区分（滋賀森林管理署） 2 

  3 
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５．県内の漁業やカワウの食性等 1 

本県では、コアユおよびアユ苗の漁獲量は他の魚種に比べて多く、単価も高いため、琵琶2 

湖の漁業者にとってアユは最重要魚種であり、カワウによるアユの食害は大きな問題であ3 

る。平成 27年の総漁獲量に占めるアユの割合は全体の 42％にのぼる。河川漁業においても4 

アユは最重要魚種であり、カワウによるアユの食害は大きな問題である。特に琵琶湖からの5 

天然遡上が少なく放流への依存度が高い漁協にとっては、より深刻な問題である。琵琶湖の6 

カワウ、アユ、漁業の１年間の関わりを、図 22に示す。 7 

 8 

 9 

図 22 琵琶湖のカワウ、アユ、漁業の一年 10 

 （カワウの個体数と繁殖時期については推定を含む） 11 

引用：琵琶湖博物館第 11回研究発表会（2006．12.16） 12 

 13 

カワウの食性調査について、平成 21年（2009年）に竹生島および伊崎半島において１年14 

を通じて捕獲したカワウの胃内容物を分析された結果を表４および図 23に示す。捕獲され15 

たカワウの胃内容物は季節で大きく異なっており、４～５月にはウグイやハスなどのコイ16 

科魚類が多く、５〜９月にアユの割合が高くなる。11～２月はブルーギルやオオクチバスな17 

どの外来種が半数以上を占める。このように、カワウが捕食する魚種は季節により変化し、18 

季節ごとに数種類の魚種に偏っている。 19 

 20 

  21 
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表４ 滋賀県竹生島におけるカワウの食性（単位：個体数（匹）） 1 

 2 

 3 

 4 

図 23 滋賀県竹生島におけるカワウの食性 5 

（八代田千鶴・須藤明子・幡野真隆・鈴木正嗣（2012）） 6 

 7 

また、平成 15年（2003年）の５月～６月ならびに平成 27年〜平成 28年（2015年〜20168 

年）の４月～７月に琵琶湖および河川で有害鳥獣捕獲されたカワウについて行われたカワ9 

ウの胃内容物調査では、生息地域によって、カワウが捕食する魚種は変化することが明らか10 

となった（表５、図 24）。 11 

滋賀県内における４つのコロニーでの調査では、アユが多く捕食されている地域がある12 

一方、冬期だけでなく、春期においても、外来魚を多く捕食している地域も確認された。県13 

内のカワウの生息数は、春から秋にかけて多く、冬期は少ないことから、カワウによる捕食14 

の多くはアユ等の在来種で占められていると考えられるが、被害地域によって状況は様々15 

であることから、カワウによる漁業被害を水産対象魚種の捕食と捉えると、カワウの飛来数16 

と被害量は完全には一致しない場合もあり被害内容等も異なるため、正確な被害量や被害17 

額を把握するのは難しいことが分かった。 18 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1１月 1２月 1月 ２月
アユ 0 0 7 4 25 36 0 0 0 0
ウグイ 33 15 3 0 0 0 1 0 0 0
カマツカ 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0
モロコ 2 13 7 1 0 0 0 0 0 0
ハス 5 16 15 2 4 2 0 0 0 0
フナ属 6 7 4 2 2 3 0 1 1 3
ブルーギル 0 0 0 1 1 1 3 0 5 5
オオクチバス 2 1 0 0 0 4 1 0 7 8
その他 3 7 0 0 1 0 0 1 1 2
計 52 64 37 10 33 46 6 2 14 18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

4月 5月 6月 7月 8月 9月 1１月 1２月 1月 ２月

アユ

ウグイ
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表５ カワウ胃内容物調査結果（平成 15年（2003年）５～６月） 1 

 2 

 3 

 4 

図 24 滋賀県内の各コロニーにおけるカワウの食性（４〜７月） 5 

（吉田智幸（2017）一部改変） 6 

（重量比）

総重量(g) 比率 総重量(g) 比率 総重量(g) 比率 総重量(g) 比率 総重量(g) 比率

フナ属 246.11 0.19 246.11 0.17 18.32 0.12 264.43 0.17

シロヒレタビラ 3.48 <0.01 3.48 <0.01 3.48 <0.01

ゼゼラ 3.00 <0.01 12.17 0.12 15.17 0.01 15.17 0.01

ウグイ 760.91 0.57 760.91 0.53 109.90 0.70 870.81 0.55

コイ科 35.24 0.03 測定不能 - 35.24 0.02 5.76 0.04 41.00 0.03

アユ 255.54 0.19 255.54 0.18 22.21 0.14 277.75 0.18

ブルーギル 60.94 0.60 60.94 0.04 60.94 0.04

ブラックバス 27.23 0.27 27.23 0.02 27.23 0.02

硬骨魚綱 22.17 0.02 0.57 0.01 22.74 0.02 0.14 <0.01 22.88 0.01

合計 1326.45 1.00 100.91 1.00 1427.36 1.00 156.33 1.00 1583.69 1.00

（出現頻度）

フナ属 1 0.05 1 0.04 1 0.20 2 0.07

シロヒレタビラ 1 0.05 1 0.04 1 0.03

ゼゼラ 1 0.05 1 0.20 2 0.08 2 0.07

ウグイ 3 0.16 3 0.13 1 0.20 4 0.14

コイ科 4 0.21 1 0.20 5 0.21 1 0.20 6 0.21

アユ 7 0.37 7 0.29 2 0.40 9 0.31

ブルーギル 2 0.40 2 0.08 2 0.07

ブラックバス 1 0.20 1 0.04 1 0.03

硬骨魚綱 16 0.84 2 0.40 18 0.75 1 0.20 19 0.66

調査個体数 19 - 5 - 24 - 5 - 29 -

＊カワウを50個体調査したうち、胃内容物が確認された29個体の胃内容物の内訳。

（北湖：38個体中19個体、南湖：５個体中５個体、河川：７個体中５個体、合計:50個体中29個体で胃内容物を確認。）

対  象  地  域

合  計餌生物種名

餌 生 物 種 名
対  象  地  域

北  湖 南  湖 琵琶湖合計 河  川 合  計

北  湖 南  湖 河  川琵琶湖合計

※コイ科魚類

アユ

ハス※

ウグイ※

ビワヒガイ※

モロコ※

オイカワ※

フナ※

コイ※

ナマズ

カワムツ※

アブラハヤ※

ニゴイ※

カマツカ※

ブルーギル

ブラックバス

硬骨魚綱

経済魚
経済魚（アユを除く） 非経済魚

2009年

竹生島

N= 92

（八代田ら，2012）

2015年

竹生島

N= 88 

2015年

伊崎

N= 13

2015,2016年

安曇川

N= 14

2016年

瀬田川

N= 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

＊

: P< 0.01

＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

アユ


